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①
耐
震
改
修
②
バ
リ
ア
フ
リ

ー
改
修
③
省
エ
ネ
改
修
工
事
を

行
う
と
、
固
定
資
産
税（
家
屋
）

が
減
額
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
（
都
市
計
画
税
は
対
象
外
）。

詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
に
な
る
か
担
当
へ
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
①
の
減
額
は
、
②
③
と
同
時

に
は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。
②
と

③
の
減
額
は
同
時
に
適
用
さ
れ

ま
す
。

○
申
告
方
法　

改
修
工
事
完
了

日
か
ら
３
カ
月
以
内
に
、
申

告
書
、
改
修
費
用
を
証
す
る

書
類
、
該
当
工
事
証
明
書
を

担
当
へ

　

※
②
は
介
護
保
険
被
保
険
者

証
の
写
し
ま
た
は
障
害
者
手

帳
な
ど
を
加
え
て
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

　

国
民
年
金
制
度
は
、
保
険
料

の
納
付
が
困
難
な
場
合
は
、
申

請
を
す
る
こ
と
で
、
保
険
料
の

納
付
が
免
除
ま
た
は
猶
予
さ
れ

る
制
度
が
あ
り
ま
す
（
下
表
参

照
）
。
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ

先
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
日
本
年
金
機
構
が
審
査
し
、

そ
の
結
果
を
連
絡
し
ま
す
。

　

な
お
、
前
年
度
に
全
額
免
除

ま
た
は
納
付
猶
予
が
承
認
さ
れ

て
継
続
審
査
を
希
望
し
た
方
は
、 

改
め
て
申
請
す
る
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
。

○
申
請
期
限　

納
付
期
限
か
ら

２
年
経
過
す
る
ま
で
の
間

○
申
請
要
件　

免
除
制
度
は
、

本
人
と
配
偶
者
と
世
帯
主
、

納
付
猶
予
制
度
は
、本
人（　
５０

歳
未
満
）
と
配

偶
者
の
前
年
所

得
が
、
そ
れ
ぞ

れ
一
定
の
基
準

額
以
下
の
方

　

※
所
得
要
件
以

外
に
も
、
退
職

者
な
ど
を
対
象

と
し
た
特
例
要

件
も
あ
り
ま
す
。

○
申
請
方
法　

年

金
事
務
所
ま
た

は
担
当
に
備
え

付
け
の
申
請
書

に
必
要
事
項
を

記
入
し
、
直
接
担
当
へ

　

※
申
請
書
を
自
宅
に
送
付
し

て
ほ
し
い
方
は
、
電
話
、
フ

ァ
ク
ス
ま
た
は
直
接
担
当
へ

（
日
本
年
金
機
構
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
（http://w

w
w
.ne

nkin.go.jp/shinsei/ko
kunen.htm

l

） か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
可
）

○
問
い
合
わ
せ
先
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ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル　

1

０
５
７
０
（
０
５
）
１
１
６

５
（
Ｉ
Ｐ
電
話
、
Ｐ
Ｈ
Ｓ
か

ら
は
1
０
３
（
６
７
０
０
）

１
１
６
５
）

　

　●
 

厚
木
年
金
事
務
所　

1
０

４
６
（
２
２
３
）
７
１
７
１

（
代
表
）

【
納
入
通
知
書
を
送
付
】

　

平
成　

年
度
の
保
険
料
は
、

２９

前
年
所
得
の
確
定
後
に
算
定
を

す
る
た
め
、
６
月
に
決
定
し
ま

す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
決
定
し

た
保
険
料
の
金
額
を
お
知
ら
せ

す
る
決
定
通
知
書
や
、
納
付
方

法
な
ど
を
お
知
ら
せ
す
る
納
入

通
知
書
を
、
７
月
中
旬
に
送
付

し
ま
す
。

　

保
険
料
の
納
付
方
法
は
、
原

則
、年
金
天
引
き
で
支
払
う「
特

別
徴
収
」
と
な
り
ま
す
。
特
別

徴
収
の
場
合
、
４
月
、
６
月
、

８
月
は
、
「
仮
徴
収
」
と
し
て

前
年
度
の
保
険
料
に
基
づ
く
金

額
を
納
付
し
て
い
た
だ
き
、
今

回
決
定
し
た
年
間
保
険
料
か
ら

仮
徴
収
分
を
差
し
引
い
た
額
を

　

月
、　

月
、
平
成　

年
２
月

１０

１２

３０

に
年
金
天
引
き
で
納
付
し
て
い

た
だ
き
ま
す
。

　

ま
た
、
最
近　

歳
に
な
っ
た

７５

方
、市
外
か
ら
転
入
さ
れ
た
方
、

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
と
介

護
保
険
料
の
合
計
額
が
天
引
き

対
象
の
年
金
額
の
２
分
の
１
以

上
の
方
（
年
金
支
給
月
ご
と
に

判
定
）
、
特
別
徴
収
の
停
止
手

続
き
を
さ
れ
た
方
な
ど
は
、「
普

通
徴
収
」
と
な
り
ま
す
。
普
通

徴
収
の
方
は
、
口
座
振
替
や
納

付
書
で
金
融
機
関
、
市
役
所
、

出
張
所
、
ペ
イ
ジ
ー
を
利
用
し

た
Ａ
Ｔ
Ｍ（
現
金
自
動
預
払
機
）

や
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ
、
コ
ン

ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
７
月
か

ら
翌
年
３
月
ま
で
の
各
月
納
付

を
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

○
問
い
合
わ
せ
先

　

　●
 

神
奈
川
県
後
期
高
齢
者
医

療
広
域
連
合
コ
ー
ル
セ
ン
タ

ー　

1
０
５
７
０
（
０
０
）

１
１
２
０

　

　●
 

神
奈
川
県
後
期
高
齢
者
医

療
広
域
連
合
事
務
局　

1
０

４
５
（
4
4
0
）
６
７
０
０

８月から７０歳以上の方の高額療養費の限度額が変わります
　国民健康保険に加入している７０歳以上の方が医療機関を受診したとき、
医療費の１～３割相当の一部負担金を医療機関の窓口で支払い、同じ月
内の自己負担額が限度額を超えた場合、申請により超えた分が高額療養
費として後から支給されています。
　これが、法の改正に伴い、８月から自己負担限度額が一部変更となり
ます。医療機関での自己負担限度額が変わることで、高額療養費として
支給される額もこれまでと変更となる場合がありますのでご確認くださ
い（表）。

担当 国保年金課　1０４６（２５２）７６７２　5０４６（２５５）３５５０

自
己
負
担
限
度
額
を
超
え
た
額

が
支
給
さ
れ
るa

担
当
に
支
給
申
請a

２
〜
３
か
月
後
、
担
当
か
ら
高

額
療
養
費
の
お
知
ら
せ
が
届
く

a

支
払
額
が
自
己
負
担
限
度
額
を

超
え
た

a

被
保
険
者
証
を
提
示
し
医
療
費

の
１
〜
３
割
を
支
払
う

a

受
診
を
す
る

申
請
ま
で
の
手
順

８月診療分からの自己負担限度額
自己負担限度額

区　分
入院（世帯合算）外来（個人） ※多数回

４４，４００円
８０，１００円＋

（総医療費－２６７，０００円）
×１％

５７，６００円現役並み
（課税所得１４５万円以上）

４４，４００円５７，６００円１４，０００円
（年間１４．４万円上限）一般

２４，６００円

８，０００円

低Ⅱ
住民税非課税

１５，０００円
低Ⅰ

住民税非課税
（所得が一定以下）

※同じ世帯（国民健康保険に加入している方）で、当月を含む過去１２カ
月以内に４回以上高額療養費に該当をしている場合は、多数回該当とし
て、当月の自己負担限度額が引き下がります。

免除等区分と保険料額（平成２９年度保険料月額１６，４９０円）

月々の保険料額免除等区分

０円
保険料の全額が免除全額免除

保険料の全額が猶予納付猶予

４，１２０円保険料の４分の３が免除
（残り４分の１を納付）４分の３免除

８，２５０円保険料の２分の１が免除
（残り２分の１を納付）半額免除

１２，３７０円保険料の４分の１が免除
（残り４分の３を納付）４分の１免除

平成２８・２９年度保険料額

所得割額
（総所得金額等－３３０，０００円）

×８.６６％
＋

均等割額
４３，４２９円

＝
年間

保険料額

※年間保険料限度額５７万円。

対象と要件

省エネ改修バリアフリー改修耐震改修

平成２０年１月１日以前に建て
られ、平成２０年４月１日～平
成３０年３月３１日に、省エネ改
修工事を行った住宅（賃貸住
宅を除く）

新築から１０年以上を経過し、
平成１９年４月１日～平成３０年
３月３１日にバリアフリー改修
工事を行った住宅（賃貸住宅
を除く）

昭和５７年１月１日以前に建て
られ、平成１８年１月１日～平
成３０年３月３１日に耐震改修工
事を行った住宅

対　

象

　● 窓の改修工事（必須）、床・
天井・壁の断熱などの改修工
事
　● 改修の費用が５０万円を超え
る

　● ６５歳以上の方、要介護認定
または要支援認定を受けてい
る方、障がい者のいずれかが
居住する
　● 手すりの取り付け、床の段
差の解消などの改修工事で、
補助金などを除く自己負担が
５０万円を超える

　● 耐震基準に適合している
　● 改修費用が５０万円を超える

要　

件

翌年度分の固定資産税の３分
の１（上限１２０平方メートル）

翌年度分の固定資産税の３分
の１（上限１００平方メートル）

固定資産税の２分の１（上限
１２０平方メートル）

減　

額

※市税の滞納がある場合は適用されません。
※平成２５年３月３１日までに改修の契約を締結した場合は、改修費用３０万円以上が対象です。
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平
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年
度
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後
期
高
齢
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耐
震
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ど
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固
定
資
産
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減
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当 
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